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新しい議会正副議長を紹介します
問合せ　議会事務局　☎０４９５-７７-0707　FAX０４９５-７７-5771

新しい監査委員を紹介します
問合せ　神川町監査委員事務局 （総務課内）　☎０４９５-７７-２１14　FAX０４９５-７７-3915

　5 月 1 日 ( 月 ) 議員改選後初めて、 第 2 回神川

町議会臨時会が開かれ、議長に柴崎愛子氏 ( 新里 )、

副議長に福島康弘氏 ( 肥土 ) が選出されました。

　なお、 町議会の各委員会の構成については、 6 月

1 日 ( 木 ) 発行の 「議会だより」 をご覧ください。

　５月1日（月）付で、監査委員に四方田繁男氏（下

阿久原） が町長から任命されました。

議長

柴崎　愛子　氏（新里）

副議長

福島　康弘　氏（肥土）

議会選出委員

四方田　繁男　氏（下阿久原）

行政区名 行政区長 環境衛生推進委員

新 宿 千島　康弘 木村　勝彦

池 田 飯島　正紀 青木　敏彦

二 ノ 宮 田中　幸雄 下田　真弓

新 里 本郷　義之 萩原　康広

前 組 町田　久男 斉藤　由哲

中 新 里 浅見　雄一 大畠　清孝

小 浜 北嶋　清隆 平塚　泰雄

貫 井 野村　純一 有坂　潤一

植 竹 辺見　健一 大澤　久生

肥 土 中沢　茂 桜井　輝志

関 口 田村　修一 金子　誠一

四軒在家 坂本　進 坂本　雄大

令和5年度　新役員等のみなさん
問合せ　総務課　庶務担当　☎０４９５-７７-2114　FAX０４９５-７７-3915

防災環境課　環境担当　☎０４９５-７７-2124　FAX０４９５-７７-3915

行政区名 行政区長 環境衛生推進委員

元 阿 保 山本　茂已 春山　清正

八 日 市 植原　正巳 岩﨑　不二夫

原 新 田 小暮　宏幸 加松　栄作

熊 野 堂 加藤　静男 栗原　雄

元 原 黒澤　和明 髙見澤　薫

渡瀬本町 田中　新 今井　智之

渡瀬仲町 木藤　雅仁 福島　道明

渡瀬上町 山口　精一 松本　欽弥

下阿久原 清水　保 新井　浩一

上阿久原 西澤　英昌 浅見  芳之

矢 納 新井　美範 浅見　忠男

　町民のみなさんと行政とのパイプ役としてご尽力いただく令和5年度の行政区長さん、環境衛生推進委員

さんが決まりました。住みよい町・地域づくりのためよろしくお願いします。

（敬称略）

【行政区長・環境衛生推進委員】（敬称略）

　町では、皆さんに納めていただいた税金を使って、快適な住みよいまちづくりを行っています。町県民税や

固定資産税などの町税は、皆さんの生活に関わりの深い行政サービスのために欠かすことのできない貴重

な財源です。納め忘れのないよう、早めの納付をお願いします。

　なお、病気や失業などやむを得ない事情により納付が困難な方は、お早めにご相談ください。

町税等は納期限までに納めましょう
問合せ　税務課　管理担当　☎０４９５-７７-２１16　FAX０４９５-７７-2117

【毎月第２日曜日の午前中に納税相談窓口を開設】

　平日開庁時間内に来庁できない方のために、毎月第２日曜日の午前８時30分から正午まで納税相談窓口

を開設していますので、ご利用ください。

【町税等の納付は口座振替を】

　町税等の納付は納め忘れのない口座振替が便利です。税務課窓口等で配布する預金口座振替依頼書兼自

動払込利用申込書に必要事項を記入のうえ、税務課または金融機関の窓口でお申込みください。

国民健康

保険税

介護保険料

後期高齢者

医療保険料

第１期 7月31日

第２期 8月31日

第３期 10月2日

第４期 10月3１日

第５期 11月30日

第６期 １月4日

第７期 １月３1日

第８期 ２月２9日

町県民税

（普通徴収）

第１期 6月30日

第２期 8月31日

第３期 10月3１日

第４期 １月３1日

固定資産税

第１期 ５月３1日

第２期 7月31日

第３期 10月2日

第４期 １１月30日

軽自動車税 全　期 ５月３1日

【令和5年度町税等納期限一覧】

【地方税共通納税システムによる納付がはじまりました】

　令和５年４月から、納付書表面に印刷されている地方税統一QRコード（eL-QR）を利用して町税を納付す

ることができるようになりました。

●納付できる町税

町県民税（個人の普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

※後期高齢者医療保険料、介護保険料はご利用いただけません。

※詳しくは、「eLTAX地方税ポータルシステム」をご覧ください。
eLTAX地方税

ポータルシステム

【コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでも納付できます】

　納税者の皆さんにコンビニエンスストアや、 スマートフォン決済アプリ （スマホ決済） で納付することがで

きる納付書を郵送しています。

●納付できる町税等

町県民税（個人の普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料

※介護保険料はご利用いただけません。

●ご利用可能なスマホ決済サービス

au PAY、d払い、FamiPay、PayB、PayPay、LINE Pay、楽天銀行コンビニ支払サービス

※詳しくは、町ホームページをご覧ください。 町ホームページ


